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著
作
権
法
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を
改
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す
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法
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七
号
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（
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議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
著
作
物
等
の
公
正
な
利
用
を
図
る
と
と
も
に
著
作
権
等
の
適
切
な
保
護
に
資
す
る
た
め
、
図
書
館
等
が
著
作

物
等
の
公
衆
送
信
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
放
送
同
時
配
信
等
に
お
け
る

著
作
物
等
の
利
用
を
円
滑
化
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
立
国
会
図
書
館
は
、
事
前
登
録
し
た
利
用
者
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
絶
版
等
資
料
（
三
月
以
内
に
絶
版
等

資
料
に
該
当
し
な
く
な
る
蓋
然
性
が
高
い
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
自
動
公
衆
送
信
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
図
書
館
等
（
以
下
「
特
定
図
書
館
等
」
と
い
う
。
）
は
、
事
前
登
録
し
た
利
用
者
の
求
め
に
応

じ
、
そ
の
調
査
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
著
作
物
の
一
部
分
に
つ
い
て
公
衆
送
信
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
公
衆

送
信
を
行
う
場
合
に
は
、
特
定
図
書
館
等
の
設
置
者
は
、
補
償
金
を
著
作
権
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
学
校
教
育
番
組
や
国
会
で
の
演
説
等
に
係
る
放
送
同
時
配
信
等
（
放
送
番
組
等
の
自
動
公
衆
送
信
の
う
ち
、
放
送
等
が
行

わ
れ
た
日
か
ら
一
週
間
以
内
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
の
要
件
を
備
え
る
も
の
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
許
諾
な
く

著
作
物
等
を
利
用
で
き
る
。



二

四
、
権
利
者
が
、
放
送
同
時
配
信
等
の
実
施
状
況
に
関
す
る
情
報
を
公
表
し
て
い
る
等
の
要
件
を
満
た
す
放
送
事
業
者
等
に
対

し
、
放
送
番
組
等
に
お
け
る
著
作
物
の
利
用
の
許
諾
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
許
諾
に
際
し
て
別
段
の
意
思
表
示
を
し
た

場
合
を
除
き
、
当
該
許
諾
に
は
放
送
同
時
配
信
等
の
許
諾
を
含
む
も
の
と
推
定
す
る
。

五
、
放
送
事
業
者
等
は
、
放
送
同
時
配
信
等
の
許
諾
に
つ
い
て
著
作
権
者
と
の
協
議
が
整
わ
な
い
場
合
は
、
文
化
庁
長
官
の
裁

定
を
受
け
、
補
償
金
を
著
作
権
者
に
支
払
っ
て
そ
の
著
作
物
に
つ
い
て
放
送
同
時
配
信
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

六
、
権
利
者
が
放
送
事
業
者
に
対
し
、
実
演
の
放
送
同
時
配
信
等
の
許
諾
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
許
諾
を
得
た
実
演
（
著
作

権
等
管
理
事
業
者
に
よ
る
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
等
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
放
送
事
業
者
が
そ
の
実
演
に
つ
い
て
放

送
の
た
め
に
作
成
し
た
録
画
物
等
を
用
い
て
放
送
同
時
配
信
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
放
送
同
時
配
信
等
が
行
わ
れ

た
と
き
は
、
報
酬
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
、
放
送
事
業
者
等
は
、
商
業
用
レ
コ
ー
ド
等
（
著
作
権
等
管
理
事
業
者
に
よ
る
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
等
を
除
く
。
）

を
用
い
て
放
送
同
時
配
信
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
放
送
同
時
配
信
等
を
行
っ
た
と
き
は
、
補
償
金
を
支
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

八
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


